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＼不動産のプロと市がタッグ！お買い物ついでに、家や土地にまつわるお悩み相談を／ 

無料の「住まいのお悩み相談会」を開催（3/8） 

 

龍ケ崎市では、空家対策や定住促進の取り組みの一環として、「住まいのお悩み相談会」（相談無

料・予約不要）を令和6年3月8日（金）午前10時30分からサプラスクエア サプラで開催します。 

 

本相談会では、不動産のプロの視点も必要と捉え、「龍ケ崎市空家等対策の連携協力に関する

協定」（平成29年10月締結）に基づき、茨城県宅地建物取引業協会牛久・竜ヶ崎支部との共催で

行います。 

 

当日は、「不動産について相談したいけれど知っている不動産会社がない」「子どもが市外で家を

購入して自分たちのあとに住む人がいなく、相続などが不安」「龍ケ崎市内で家を購入したいと考え

ている」といった、様々な悩みや疑問に対し、市職員と不動産のプロである宅地建物取引士が、専

門的知見からアドバイスをします。 

 

なお、本市では若者・子育て世代を中心とした定住促進の取り組みも進める一方で、空家対策も

急務であり、今年度は住宅所有者の高齢化が進む松葉・長山地区を会場に「生前整理講演会」を2

度開催。 

参加者アンケートでは、回答者の5割以上が「今住んでいる自宅の今後が決まっていない」と回

答。一方で「相続や不動産関係もより詳しく知りたい」の声もあったことから、同地区に所在する市内

商業施設を会場に買い物帰りに気軽に相談できる場を提供するため、本相談会の開催に至りまし

た。 

 

報道機関の皆様におかれましては、事業の周知にご協力賜りますよう、お願いいたします。 

  

 ■日 時 令和６年3月8日（金）午前10時30分から午後4時まで 

 ■場 所 サプラスクエア サプラ１階フェスタコート （所在地：龍ケ崎市小柴5丁目1番2） 

 ■主 催 龍ケ崎市 

 ■共 催 茨城県宅地建物取引業協会 牛久・竜ヶ崎支部 

 ■参加者 家や土地にまつわる悩みや疑問をお持ちの方 

※参加費無料、事前予約不要、市内外在住を問いません。 

 ■相談員 1）市職員 4名（まちの魅力創造課 人口問題対策室・空家対策室） 

2）宅地建物取引士 5名 

※3ブース設置予定 

 ■資 料 住まいのお悩み相談会チラシ 

  

 担当課 

龍ケ崎市 総合政策部 まちの魅力創造課 空家対策室 

担当者：三澤・秋山（みさわ・あきやま） 
連絡先：0297-64-2751（直通） 


